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第 １ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成２７年１月２０日（火）午前１０時００分 

 

場      所  津市水道局 ２階 大会議室 

 

出 席 部 会 委 員   1 池田
い け だ

 長
なが

義
よし

   ・3 森
もり

 恒
つね

利
とし

    ・5 青木
あ お き

 正司
しょうじ

    ・6 赤塚
あかつか

 薫
かおる

 

7 伊藤
い と う

 征一
せいいち

  ・9 大田
お お た

  武士
た け し

 ・10 奥山
おくやま

 勘五郎
かんごろう

・13 丹羽
に わ

 芳
よし

久
ひさ

 

14 前田
ま え だ

 紀男
の り お

  ・15 杉谷
すぎたに

 正美
ま さ み

・16 田中
た な か

 茂人
し げ と

  ・20 中川
なかがわ

 文
ふみ

博
ひろ

 

22 中 林
なかばやし

 長 一
ちょういち

・23 平井
ひ ら い

 秀
ひで

次
つぐ

・43 後藤
ご と う

 勝
かつ

   ・48 前川
まえかわ

 正
まさ

次
つぐ

 

以上１７名 

 

欠 席 部 会 委 員  2 太田
お お た

 義
よし

政
まさ

 

 

出席部会員外委員  会長 守山
もりやま

 孝之
たかゆき

 

 

議      長  第１農地部会長 伊藤 征一 

 

事 務 局 職 員  飯田事務局長・鈴村次長・竹田主査 

 

総 合 支 所   河芸：服部主査 美里：中野主査 安濃：北角担当主幹 

          芸濃：後藤副主幹 香良洲：中山担当副主幹 

 

議 事 録 署 名 者  ３ 森
もり

 恒
つね

利
とし

・２０ 中川
なかがわ

 文
ふみ

博
ひろ

 

 

事      項 

 報告第 １号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第 ２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第 ３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第 ４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第 ５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 

 報告第 ６号 買受適格証明願（競売）について 

 報告第 ７号 時効取得による所有権の移転について 

 

 議案第 １号 農地法第３条の規定による許可申請について 

                          （農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第 ２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 

 議案第 ３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請（県知事許可・所有権移転）の 

        意見について 

 議案第 ４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請（県知事許可・賃貸借権）の意 

        見について 

 議案第 ５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                            （農業委員会許可・所有権） 

 議案第 ６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 
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                           （農業委員会許可・賃貸借権） 

 議案第 ７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                           （農業委員会許可・使用貸借） 

 議案第 ８号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                            （農業委員会許可・地上権） 

 議案第 ９号 非農地証明願について 

 議案第１０号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定 

        について（別冊） 

 

議   事   の   大   要 

 

議  長   それでは、第１回第１農地部会を開会させていただきます。        

本日の欠席は太田委員です。出席委員は１６名でございますので、よろしく

お願いします。 

それでは、議事録署名者を私のほうから指名させていただきます。 

       ３番 森委員、２０番 中川委員、よろしくお願いいたします。 

       それでは、まず初めに、会長の専決等の報告事項に入ります。報告第１号か

ら報告第７号まで、事務局から一括して報告をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、議案書１ページ、２ページをお願いいたします。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございま

す。 

       番号１から１６で、２ページになりますが、合計で件数は１６件、面積は 

５４，９１０㎡、地目は全て田でございます。 

       これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸し人、借り人、双方の合意によ

り解約したものであります。 

       ３ページから８ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。 

       番号１から１３で、８ページになりますが、合計で件数は１３件、面積は 

６９，９６８．８３㎡で、その内訳は田が４０，３９７．２２㎡、畑が   

２９，５７１．６１㎡でございます。 

       これらにつきましては、相続の届け出でございます。 

       なお、番号３の届け出につきまして、あっせんの希望がございますので、ご

承知おきいただきますようお願いします。 

       また、現況地目が宅地や雑種地などになっているところは、無断転用の可能

性がありますので、届出人に対して指導しております。 

       続きまして、９ページをお願いいたします。 

       報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでござい

ます。 

       番号１は、長屋住宅用地、番号２は、駐車場用地、番号３は、植林。 

       以上、件数は３件で、合計面積は１，７２０㎡、このうち田が５８４㎡、畑

が１，１３６㎡でございます。 

       １０ページから１２ページをお願いいたします。 

       報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 
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       番号１から１１ページの番号１３までは、分譲住宅用地、番号１４は、共同

住宅用地、番号１５は、長屋住宅用地、１２ページになりますが、番号１６

は、一般個人住宅用地、番号１７は、資材置き場用地、番号１８は、駐車場用

地、番号１９は、分譲住宅用地、番号２０は、事務所・倉庫用地、番号２１

は、店舗用地、番号２２は、駐車場用地。 

以上、件数は２２件で、合計面積は１８，６８０㎡、この内訳は田が  

２，９７６㎡、畑が１５，６７８㎡、その他、これは台帳地目山林、現況地目

田ですが２６㎡でございます。 

       １３ページをお願いいたします。 

       報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸

借）でございます。 

       番号１、一般個人住宅用地、番号２、共同住宅用地、番号３、資材置場・駐

車場用地、番号４、一般個人住宅用地、番号５、店舗兼住宅用地。 

       以上、件数は５件で、合計面積は２，６３３㎡、この内訳は田が１，７１５

㎡、畑が９１８㎡でございます。 

       １４ページをお願いいしたします。 

       報告第６号 買受適格証明願（競売）についてでございます。 

       番号１は津地方裁判所による競売に参加するための買受適格証明で、買い受

け後は、資材置き場用地とするものです。 

       以上、件数はこの１件で、面積は田で９７２㎡でございます。 

       １５ページをお願いします。 

       報告第７号 時効取得による所有権の移転についてでございます。 

       番号１、権利者      、取得年月日 平成６年１月１日の１件で、面

積は、畑で３６㎡です。権利者は、２０年以上にわたりこの土地を畑として占

有しており、取得時効が完成しております。 

       報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       事務局より報告があったとおりでございます。よろしくお願いいたします。 

       それでは、議案事項に入ります。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   それでは、１６ページをお願いいたします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 栗真、受人     、面積７，５６４㎡、渡人     、

面面積７，５６４㎡、申請地 栗真小川町西浦    、台帳地目 田、現況

地目 畑、面積１５３㎡です。 

       これにつきましては、親子間で生前部分贈与を行うものです。 

       番号２、地区 一身田、受人     、面積１９３，３４０．２４㎡、渡

人     、面積９，１３２㎡、申請地 一身田上津部田ロノ坪    、

台帳地目・現況地目とも田、面積７００㎡外２筆で、合計面積２，０１０㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人に要望して申請地を譲り受け、営農を拡

大するものです。 
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       番号３、地区 安東、受人     、面積４４６，０８１㎡、渡人   

    、面積７，８５２㎡、申請地 納所町糠田    、台帳地目・現況

地目とも田、面積１，９２０㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人が所有する申請地を譲り受け、営農を拡

大するものです。 

       番号４、地区 安東、受人     、面積１１，０７１㎡、渡人    、

面積７，８５２㎡、申請地 納所町小堀    、台帳地目・現況地目とも田、

面積４，４１０㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人が所有する申請地を譲り受け、営農を拡

大するものです。 

       番号５、地区 椋本、受人     、面積１４，３６２㎡、渡人 

    、面積６，３７８㎡、申請地 芸濃町椋本平林   、台帳地目・現

況地目とも畑、面積４９５㎡外 1 筆、合計面積９７４㎡。 

       番号６、地区 椋本、受人     、面積６，３７８㎡、渡人    、

面積１４，３６２㎡、申請地 芸濃町椋本平林    、台帳地目・現況地目

とも畑、面積７５９㎡。 

この２件につきましては、申請地を相互に交換をするものです。 

番号７、地区 安濃、受人     、面積２３，４３０．６㎡、渡人  

    、面積７，８５２㎡、申請地 安濃町安濃杉本    、台帳地目 

雑種地、現況地目 畑、面積７３３㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人が所有する申請地を譲り受け、営農を拡

大するものです。 

以上、件数は７件で、合計面積は１０，９５９㎡、その内訳は田が   

８，４９３㎡、畑が１，７３３㎡、その他、これは台帳地目 雑種地、現況地

目 畑ですが７３３㎡でございます。 

       いずれの案件も、農業を真面目に行い、農機具も保有しており、周辺の農地

に影響もなく、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件の全て

を満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       事務局の説明が終わりました。地元委員さんのご意見を伺います。 

       それでは、１番、２番、栗真。 

 

青木委員   ５番 青木。１月１５日に１番と２番について、僕と各委員の方と現地確認

しました。１番について、何ら問題ありません。２番について、沢山の面積を

耕作しており、これも何ら問題ありません。よろしくお願いします。 

 

議  長   ３番、４番、安東。 

 

事 務 局   太田委員は本日欠席です。番号３、４につきましては異議ないという旨の連

絡を事前にいただいておりますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ５番、６番、椋本。 

 

田中委員   １６番 田中。５番、６番は、交換で問題がございません。面積が差があり
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ますけども、金銭的には関係なしに交換するということでございますので、よ

ろしくお願いします。 

 

議  長   ７番、安濃。 

 

中林委員   ２２番 中林。ただいまの事務局の説明どおりでございます。異議はござい

ません。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかがで

ございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第１号については許可することに決定をい

たしました。 

       次に、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可）事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   それでは、議案書１７ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）でございます。 

       番号１、地区 椋本、申請者     、申請地 芸濃町椋本下モ

田    、台帳地目・現況地目とも田、面積１，６４９㎡のうち     

２１４．７９㎡です。 

       これにつきましては、隣接地の宅地開発に伴いあぜ道が利用できなくなるた

め、この代用として申請地を通路用地とするものです。農地区分は、第２種農

地と判断されます。 

      番号２、地区 椋本、申請者     、申請地 芸濃町椋本下モ

田    、台帳地目・現況地目とも田、面積４５２㎡のうち８５．２㎡で

す。 

       これにつきましても番号１と同様、隣接地の宅地開発に伴いあぜ道が利用で

きなくなるため、この代用として申請地を通路用地とするものです。       

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号３、地区 明合、申請者     、申請地 安濃町戸島川

南    、台帳地目・現況地目とも畑、面積２５１㎡外２筆、合計面積 

１，０５７㎡。 

これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル

設置面積は３６９㎡で、転用面積の３５％に当たります。農地区分は、第２種

農地と判断されます。 

番号４、地区 明合、申請者     、申請地 安濃町戸島川

南    、台帳地目・現況地目とも畑、面積２４４㎡外３筆、合計面積  

５０７㎡。 

これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。       

宅地を含め開発面積は１，１５４㎡で、このうちパネル設置面積は４０８㎡、

全体面積の３５．３％に当たります。農地区分は、第２種農地と判断されま
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す。 

以上、件数は４件、合計面積は１，８６３．９９㎡、このうち田が 

２９９．９９㎡、畑が１，５６４㎡でございます。 

       いずれの案件も農地法第４条第２項各号には該当しないため、許可要件の全

てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       事務局の説明が終わりました。地元委員さんのご意見を伺います。 

       １番、２番、椋本。 

 

田中委員   １６番 田中。１番、２番、事務局の説明がございましたとおり、隣接の土

地が開発されることに伴い、あぜの代わりに通路を作るということでございま

す。議案第５号でも関連する案件が出てきますが、よろしくお願いします。 

 

議  長   ３番、４番、明合。 

 

中林委員   ２２番 中林。３番、４番は同一人で、公道を挟んでおります関係で、２申

請に分かれております。３番は１，０００㎡を上回りますので、事務局、会

長、部会長、私ども地元委員の現地調査をさせていただきまして、太陽光発電

施設用地とすることには問題ないと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかがで

ございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第２号については許可をすることに決定い

たします。 

       次に、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請（県知事許

可・所有権移転）事務局の説明をよろしくお願いいたします。 

 

事 務 局   それでは、議案書１８ページ、１９ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請（県知事許可・所有

権移転）の意見についてでございます。 

       お手元のほうに配らせていただきましたのは今回申請の平面図になります。

赤塚委員から概要の説明もいただけるかと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 

       それでは、番号１番を事務局から説明させていただきます。 

       地区 高野尾、受人     、渡人     外１０名、申請地 高野尾

町大谷    、台帳地目・現況地目とも田で、面積１１５㎡外１８筆で、 

１９ページになりますが、合計面積２１，２３６㎡です。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、地域農業活性化

のための農産物直売所、農産物加工施設などを有する農業振興交流施設用地と
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するものです。 

       農地区分は甲種農地に該当しますが、申請されております施設は地域の農業

の振興に資する施設ということで、例外的に許可し得るものと判断しておりま

す。 

       件数はこの１件で、地目の内訳は、田が１６，７９６㎡、畑が４，４４０㎡

です。 

       この案件につきましては、農地法第５条第２項各号には該当しないため許可

相当の意見を付して三重県知事に進達したいと考えます。 

       事務局からの説明は以上です。ご審議のほどをよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       それでは、地元委員さんのご意見をお伺いいたします。 

       １番、高野尾。 

 

赤塚委員   ６番、 赤塚。この件につきましては、計画が持ち上がったのは、約２年半

ぐらい前に農業振興施設と直売所をつくりたいという農業者からの申し出から

でした。 

２０年前の高野尾では植木、さつきの栽培が盛んでした。人もいきいきと活

気があり、生活も潤いがありました。近年、植木やさつきが大暴落して以降、

農業離れが加速して耕作放棄地が問題視されるようになりました。 

今まで農業をばりばりやっていた人も高齢になり、畑も衰退の一途を辿って

おります。今では自家用の野菜を作っているのが現状です。活気と潤いのある

農業はできないのだろうかと模索していた時、    さんより高野尾に産直

を作ってはどうかというご提案とご支持をいただきました。 

その後、たくさんの方々に産直の件についてご賛同いただき、また地元地権

者の方々の協力もあり、現在、    という会社を設立いたしました。ま

た、直売所の名前は    という名前で誕生しました。 

           は、生活・観光型の産直を目指し、現在工事中の北側にある、広大

な    のプライベートガーデンと一体化することによって集客が望めると

考えています。また、四季折々の花を見せて他県からお客さんを呼び込むつも

りです。さらに、芸濃インターから約５分というところで立地的にも恵まれま

して、安全・安心のふるさと野菜をお客さんに提供することにより、高齢者も

生甲斐となり、生活も潤い、ひいては若者の田舎離れも食い止めるのではない

かと考えております。 

       なお、現在、直売所の出荷会員は、芸濃、安濃、大里近辺の方を出荷会員と

して募集しまして、約１００名ぐらい会員がおります。今後もいろいろ募って

いきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

       それでは、お手元に配りました開発地域の説明をさせていただきます。 

       農産物直売所、約６００㎡ございます。これは真中のところです。それで、

地域交流促進施設、これは一番上で７００㎡、地域食材供給施設、これが一番

下で約５６０㎡で、最大、お客様は１７８名収容できます。これはレストラン

ということです。あと、ふれあい広場とか屋根つきのイベント広場、これは 

４７０㎡、車道及び駐車場１６，０００㎡で、その中で乗用車が４５０台、大

型観光バスが１４台、二輪車２０台と、体験農園は１，３００㎡を予定してお

ります。 



 8 

       開発許可と同時に並行して、来年の６月にはオープンを目指して、一丸とな

って私ら頑張っておる次第でございますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。以上です。 

 

議  長   皆さん、ご意見ございませんか。 

       地元委員さんは異議なしということでございます。まして、活性化のために

やるということでございますので、皆さん、いかがなものでございましょう

か。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

赤塚委員   ありがとうございます。 

 

議  長   異議なしということで、議案第３号については許可をすることが相当である

として県へ進達することにいたします。 

 

赤塚委員   よろしくお願いいたします。 

 

議  長   次に、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請（県知事許

可・賃貸借権）の意見について、事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   それでは、２０ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請（県知事許可・賃貸

借権）の意見についてでございます。 

       これ、先ほどご審議いただきました案件と同一の内容になります。権利関係

が、先ほどは所有権の移転で、今回は賃貸借権の設定になります。 

       番号１、地区 高野尾、借人     、貸人     外１名、申請地 

高野尾町大谷    、台帳地目・現況地目とも田、面積１８０㎡のうち１０

㎡外４筆で、合計面積が４，７２７㎡です。 

       これにつきましては、転用目的は先ほどの議案第３号と同じになります。 

２０年間の賃貸借契約を締結するということになります。 

       件数はこの１件で、地目の内訳は、田が４，５３４㎡、畑が１９３㎡です。 

       この案件につきましては、先ほどと同一目的の転用で一体の許可申請となっ

ておりますので、議案第３号と同じ取り扱いで、許可相当の意見を付して三重

県知事に進達したいと考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは、地元委員さんのご意見をお伺いいたします。 

 

赤塚委員   ６番 赤塚。この２名は賃貸借ということで、契約も交わしておりますので

何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございます。皆さん、いかがでご

ざいましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 
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議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第４号については許可をすることが相当で

あるとして県へ進達することにいたします。 

       次に、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・所有権移転）事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   ２１ページ、２２ページをお願いいたします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 神戸、受人     、渡人     、申請地 野田大ヶ

瀬    、台帳地目・現況地目とも畑、面積１，４４３㎡です。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、太陽光発電施設

用地とするものです。申請地へのパネル設置面積は６９５㎡、申請面積   

４８．１％に当たります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 高茶屋、受人     、渡人     外１名、申請地 

高茶屋小森上野町野田    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積   

１，０１１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、保育園の駐車場

用地とするものです。農地区分は、第３種農地と判断されます。 

       番号３、地区 椋本、受人     、渡人     、申請地 芸濃町椋

本下モ田    、台帳地目・現況地目とも田、面積１，９９６㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、建て売り分譲住

宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号４、地区 椋本、受人     、渡人     外１名、申請地 芸

濃町椋本南山ノ花    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積１５４㎡外１

筆、合計面積１，３１０㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、分譲住宅用地と

するものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号５、地区 安西、受人     、渡人     、申請地 芸濃町萩

野前川原    、台帳地目・現況地目とも田、面積５０３㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、一般個人住宅用

地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号６、地区 雲林院、受人     、渡人     、申請地 芸濃町

雲林院竹之内    、台帳地目 田、現況地目 宅地、面積３５３㎡外２

筆、合計面積１，２１８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、資材置き場及び

倉庫用地とするものです。なお、申請地の一部に倉庫が建築されておりまし

て、渡人から始末書が提出されております。農地区分は、第２種農地と判断さ

れます。 

       番号７、地区 草生、受人     、渡人     、申請地 安濃町草

生西相野    、台帳地目・現況地目とも田、面積２２６㎡外２筆、合計面

積１，２０２㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、太陽光発電施設

用地とするものです。申請地へのパネル設置面積は６５２㎡、申請面積の  

５４．２％に当たります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号８、地区 草生、受人     、渡人     、申請地 安濃町草
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生西相野    、台帳地目・現況地目とも田、面積６６４㎡外１筆、合計面

積７７２㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、太陽光発電施設

用地とするものです。申請地へのパネル設置面積は３０９㎡、申請面積の  

４０％に当たります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       ２２ページをお願いします。 

       番号９、地区 草生、受人     、渡人     、申請地 安濃町草

生西相野    、台帳地目・現況地目とも田、面積４４０㎡外１筆、合計面

積７０６㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、太陽光発電施設

用地とするものです。申請地へのパネル設置面積は３４７㎡、申請面積の  

４９％に当たります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号１０、地区 村主、受人     、渡人     、申請地 安濃町

光明寺東垢部    、台帳地目・現況地目とも畑、面積４０６㎡外１筆、合

計面積６３７㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、農家住宅用地と

するものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号１１、地区 明合、受人     、渡人     外１名、申請地 

安濃町田端上野西観    、台帳地目・現況地目とも畑、面積２５４㎡外２

筆、合計面積８６２㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、太陽光発電施設

用地とするものです。申請地へのパネル設置面積は３５０．４８㎡、申請面積

の４１％に当たります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

以上、件数は１１件、合計面積は１１，６６０㎡、この内訳は、田が  

８，７１８㎡、畑が２，９４２㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見をお伺いい

たします。 

       １番 神戸。 

 

池田委員   １番、池田。別段、何も問題はありませんので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長   ２番 高茶屋。 

 

奥山委員   １０番 奥山。現地確認したところ、何ら問題はありませんので、よろしく

お願いします。 

 

議  長   ３番、４番、椋本。 

 

田中委員   １６番 田中。会長さん初め事務局の方、地元の委員、現地確認いたしまし

た。もう隣接も既に家など建っておりまして、それに囲まれたような土地でご

ざいまして、地元の委員としては異議ないということでございます。よろしく
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お願いいたします。 

 

議  長   ５番、安西。 

 

田中委員   １６番 田中。集落内の土地でございまして、娘さんの家を建て直すという

ことで、場所は実家の前でございまして、もう既に草が生えております。少し

荒れ地になっている状態の土地でございますけども、地元としては異議はござ

いません。 

 

議  長   ６番、雲林院。 

 

杉谷委員   １５番 杉谷。会長、副会長、事務局に現地確認もしていただきました。地

元委員も何ら異議がないということでございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

議  長   ７番、８番、９番、草生。 

 

平井委員   ２３番 平井。７番、８番、９番、それぞれ隣接しておりまして、譲受人が

使うということで３つに分かれております。７番につきましては、１５日に会

長、副会長、地元委員と現地確認をいたしました。７番、８番、９番につきま

して、事務局の説明どおり何ら問題ございませんので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

議  長   １０番、村主。 

 

平井委員   ２３番 平井。これにつきましても事務局の説明どおり何ら問題ございませ

んので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   １１番、明合。 

 

中林委員   ２２番 中林。これにつきましても、太陽光発電施設用地として、周囲の土

地的にも問題点はございませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかがで

ございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第５号については許可をすることに決定い

たします。 

       次に、議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・賃貸借権）事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   それでは、議案書２３ページをお願いいたします。 

       議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・賃貸借権）でございます。 
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       番号１、地区 椋本、借り人     、貸し人     、申請地 芸濃

町椋本青木谷    、台帳地目・現況地目とも畑、面積８３３㎡。 

       これにつきましては、借り人は、貸し人と２０年間の賃貸借契約を締結し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

原野等を含む造成面積５，９６１．９３㎡のうちパネル設置面積は   

２，８５２．３１㎡で、全体面積の４７．８％に当たります。農地区分は、第

２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 椋本、借り人     、貸し人     、申請地 芸濃

町椋本青木谷    、台帳地目・現況地目とも畑、面積２，３２７㎡。 

       これにつきましては、借り人は、貸し人と２０年間の賃貸借契約を締結し、

先ほどの番号１と一体的に利用して、申請地を太陽光発電施設用地とするもの

です。土地の利用率につきましても番号１と同様、全体面積の４７．８％に当

たります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は２件で、合計面積は、畑で３，１６０㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見を伺いま

す。 

       １番、２番、椋本。 

 

田中委員   １６番 田中。会長さん始め事務局の方と現地確認してまいりました。もう

原野化しておりまして、枯れた木が残っておりました。そこを開発していただ

くということで、綺麗になり喜ばれるのではないかと私自身は思っておりま

す。地元の委員としても問題ございません。よろしくお願いします。 

 

議  長   それでは、地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さ

ん、いかがなものでございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第６号については許可をすることに決定い

たします。 

       次に、議案第７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・使用貸借）事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   ２４ページをお願いいたします。 

       議案第７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・使用貸借）でございます。 

       番号１、地区 大里、借り人     、貸し人     、申請地 大里

野田町南所    、台帳地目・現況地目とも畑、面積４７３㎡です。 

       これにつきましては、借り人は、貸し人と期間を定めない使用貸借契約を締

結し、申請地を分家の一般個人住宅用地とするものです。農地区分は、第１種
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農地と判断されます。 

       番号２、地区 辰水、借り人     、貸し人     、申請地 美里

町家所五会内    、台帳地目・現況地目とも田、面積４９９㎡です。 

       これにつきましては、借り人は、貸し人と４０年間の使用貸借契約を締結

し、申請地を一般個人住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判

断されます。 

       以上、件数は２件、合計面積は９７２㎡、この内訳は、田が４９９㎡、畑が

４７３㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   １番、大里。私でございます。 

       親子で、定年になる息子の家を建てると。何ら問題はなかろうと思います。

よろしくお願いいたします。 

       ２番、辰水。 

 

中川委員   ２０番 中川。息子が帰ってくるのでその住宅を建てるということで、８日

にもう一人の委員さんと確認をいたしました。何ら問題ございませんので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       地元の委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかが

でございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第７号については許可をすることに決定い

たします。 

       次に、議案第８号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・地上権）事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   ２５ページをお願いいたします。 

       議案第８号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・地上権）でございます。 

       番号１、地区 高宮、借り人     外１社、貸し人     、申請地 

美里町三郷上ヶ廣    、台帳地目・現況地目とも畑、面積３９９㎡外２

筆、合計面積１，４５０㎡です。 

       これにつきましては、借り人は、貸し人と２２年間の地上権を設定し、申請

地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       申請地へのパネル設置面積は７６９．８６㎡、申請面積の５３％に当たりま

す。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       件数はこの１件で、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件

の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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議  長   それでは、地元委員さんのご意見をお伺いいたします。 

       １番、高宮。 

 

中川委員   ２０番 中川。１５日、会長、部会長、事務局で現地確認をしていただきま

した。以前に申請が上がっていまして、それの太陽光発電のパネルが設置され

ておりまして、それに隣接する地域で、既に造成がされておるというような状

態でした。 

本来は、工事の着手前に申請をするようにと申し入れをしました。 

隣接地は、山地で何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかがな

ものでございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第８号については許可をすることに決定い

たします。 

       次に、議案第９号 非農地証明願について、事務局の説明をお願いいたしま

す。 

 

事 務 局   ２６ページをお願いいたします。 

       議案第９号 非農地証明願についてでございます。 

番号１、地区 栗真、願出者     、申請地 栗真小川町西浦    、

台帳地目 田、現況地目 宅地、面積４９５㎡。 

       これにつきましては、建物の全部事項証明書により、平成３年に申請地に建

物が建築されたことが確認できます。 

       このことから、申請地は農地以外の用に供され、２０年以上が経過している

土地であり、これは、津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第

２号の規定に該当することから、農地ではない旨の証明をしても差し支えない

ものと考えます。 

       番号２、地区 大里、願出者 亡き    相続人     、申請地 大

里睦合町毛抜    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積８４７㎡。 

       これにつきましては、課税証明願に基づく津市長の証明により、昭和３５年

から５１年にかけて居宅が建築されていることが確認できます。 

       このことから、申請地は農地以外の用に供され、２０年以上が経過している

土地であり、これは、津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第

２号の規定に該当することから、農地ではない旨の証明をしても差し支えない

ものと考えます。 

       以上、件数は２件、合計面積は１，３４２㎡、この内訳は、田が４９５㎡、

畑が８４７㎡でございます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。 



 15

       それでは、１番、栗真。 

 

青木委員   ５番 青木。１５日に立ち会いしていただきましたが、何ら問題ありません

のでよろしくお願いします。 

 

議  長   ２番、私でございます。事務局の説明どおり何ら問題ございませんので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかがな

ものでございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、第９号議案については証明をすることに決定い

たします。 

        次に、別紙でお配りしました議案第１０号 農業経営基盤強化促進法第１８

条の規定による農用地利用集積計画の決定について事務局の説明を願います。 

 

事 務 局   議案第１０号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集

積計画の決定についてでございます。 

       別冊の津市農用地利用集積計画をお願いします。 

       表紙の次のページになります。農用地利用集積計画地区別集計表をごらんい

ただきますようにお願いします。 

       各地区別に、下の合計欄のほうで説明をさせていただきます。 

       まず、津地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１２５，９９０㎡、

契約件数は４３件でございます。 

       河芸地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で２３，９８２㎡、畑の使

用貸借で１，３９１㎡、契約件数は１０件でございます。 

       安濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で６７，７３２㎡、畑の賃

貸借、使用貸借で２，７９２㎡、契約件数は１５件でございます。 

       芸濃地区につきましては、田の賃貸借で２１，０１６㎡、契約件数は４件で

ございます。 

       美里地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で８，０８０㎡、契約件数

は７件でございます。 

       香良洲地区につきましては、集積はございませんでした。 

       以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて２４６，８００㎡、

畑の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて４，１８３㎡、合計契約件数は７９

件、合計面積は２５０，９８３㎡となっております。 

       次に、認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積は津地区が１４件、安濃地区８件、芸濃地区４

件、合計で２６件、面積としまして合計で１２４，２１２㎡でございます。 

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。 
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       事務局の説明が終わりました。皆さん、いかがなものでございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、議案第１０号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農

用地利用集積計画の決定について、適正であると認め、市長に進達することに

いたします。 

       以上で、本部会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。 
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上記は、第１回第１農地部会の議事を録したものである。 
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